
発行

申請書配布

むらやま重点作物利用促進商品開発等支援事業補助金
の申請に係る流れ

飲食店等 村山市農林課

①事業の申し込み
申込

②登録、リスト作成
・申請書類の配布□事業申込書

□食品関係営業許可書の写し

③重点作物の購入 市内直売所
及び市内農業者

・営業において重点作物
を使用した飲食の提供

購入

④領収書の発行
・店舗において「村山市
重点作物推進の店」表示

領収書

※農林課で配布

□ 購入一覧表（別紙）

期間中（６月１日～１２月３１日）
③重点作物の購入、④領収書の受領　繰り返し

期間中（６月１日～1２月3１日）最後の購入を終えた後申請

⑤購入一覧表（別紙）
　の作成 村山市農林課

申請

⑥ 申請書類の作成・準備 ⑦申請書類の受理

□ 申請書兼請求書 ・書類確認
購入一覧表（別紙）

　及び領収書の確認等□ 領収書（写し可）

□ 商品及びメニュー等の画像

□ 銀行口座通帳の写し ⑧補助金の交付
補助金の
交付

・書類提出後、２～３週間程度

補助金の申請窓口
村山市農林課６次産業係（55－2111　内線257）


